
災害援護資金の概要

１．実施主体

○ 市町村
○ 東日本大震災で災害救助法の適用があった都県内の市町村

（令和４年４月１日以降は、岩手県、宮城県及び福島県）

２．対象災害

○ 都道府県内で災害救助法第２条第１項が適用された市町村が１以上ある自然災害
○ 東日本大震災（平成２３年３月１１日発生）※長野県北部で発生した地震（平成２３年３月１２日発生）を含む

３．受給者

○ 対象災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けた者

４．貸付限度額

○ ３５０万円

（注）被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情がある場合は（ ）内の額

（注）家財には、自動車も含む

２５０万円

１５０万円①世帯主の１か月以上の負傷

２７０万円
（３５０）

１５０万円②家財の１／３以上の損害

３５０万円

１７０万円（２５０）③住居の半壊

２５０万円（３５０）④住居の全壊

３５０万円⑤住居の全体が滅失若しくは流失

※赤字は、東日本大震災に係る特例（特例に係る貸付けは、令和７年３月３１日まで）

５．所得制限

世帯人員当たりの市町村民税における前年（※）の総所得金額
※平成２１年の所得（平成２３年の所得が平成２１年の所得を下回る場合にあっては平成２３年の所得）
○ １人（２２０万円） ○ ２人（４３０万円） ○ ３人（６２０万円） ○ ４人（７３０万円）
○ ５人以上（１人増すごとに７３０万円に３０万円を加えた金額）
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、１，２７０万円とする。

６．利率

○ 年３％以内で条例で定める率 ○ 年０％（保証人を立てる場合）
（据置期間中は無利子） ○ 年１．５％（保証人を立てない場合）

（据置期間中は無利子）

７．据置期間

○ ３年（特別の場合５年）
○ ６年（特別の場合８年）

８．償還期間

○ １０年（据置期間を含む）
○ １３年（据置期間を含む）

９．償還方法

○ 年賦、半年賦又は月賦

１０．貸付原資負担

○ 国 ２／３ 都道府県・指定都市 １／３


